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会 議 要 旨 

 

＜進行：事務局＞ 

１ 開会 

【事務局】 

ただいまから、令和７年度第２回丹波市森林林業振興協議会を開催させていただき

ます。 

本日は委員の皆様それぞれご多用の中、協議会にご参集いただきありがとうござい

ます。 

 それでは、本協議会の会長であります、林市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

２ 市長あいさつ 

【挨拶要旨】 

本日、「丹波市森林林業振興協議会」を開催いたしましたところ、委員の皆様方に

は大変お忙しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

平素は、丹波市における森林整備や木材利用の推進など、それぞれの立場において、

林業振興にご尽力をいただき、心から感謝を申し上げます。 

本日は、今年度の事業の進捗状況と来年度の事業概要案及び今後の林業施策につい

てご説明を申し上げ、委員皆様の忌憚のないご意見をいただき、皆様とともに、今後

の森林施策をより一層進めてまいりたいと考えています。 

限られた時間ではございますが、皆様のご協力をお願い申し上げ、最初のあいさつ

とさせていただきます。 

 

【事務局】 

 それでは、以降の議事につきましては、会長である林市長より進行をお願いいたし

ます。 

 

＜以降の進行：会長＞ 

３ 報告事項 

【会 長】 

それでは、次第３番の報告事項①②について事務局から説明をお願いします。 

 

～報告事項 ①令和７年度林業振興施策の実施状況について 

②森林環境譲与税活用事業の使途内訳について 

 

事務局から説明～ 

 



【会 長】 

 報告事項について何かご質問ご意見等はございませんでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

高性能林業機械整備事業について、実施要望なしとなっているが、要望を行ってい

る。採択とならなかったのはなぜか。 

 

【事務局】 

高性能林業機械整備事業は、国・県の補助要件に該当する場合に、市でも随伴して

補助をすることになっています。昨年８月頃に実施した令和８年度の要望調査では要

望を受けておらず、その後に頂いた要望では、国・県の採択が見込めなかったため、

令和８年度実施を見送ることとなりました。 

 

【オブザーバー】 

新しい林業機械導入に係る補助の採択を受けるためには、導入後の生産量の増加が

条件となります。要望をいただいていることは承知していますが、条件を満たしてお

らず令和８年度での採択には至りませんでした。 

 

【事務局】 

国・県の補助要件に合致すれば、市でも支援していきますので、令和９年度の実施

に向けて検討させていただけたらと思います。 

 

【Ｂ委員】 

経済循環の森林づくりの境界明確化事業について、丹波市でも鴨野で実施されてい

る。伐採届の添付書類で境界確認を求められるようになり、伐採した木を売ることが

厳しくなっている。境界明確化事業が終わった地域は、伐採届が受理されるための境

界立会を省略することもできるのか、今まで通り伐採届に境界確認書類が必要になる

のか。 

机上で境界が明らかになったとしても、現場で間違えて１本でも伐れば違法伐採に

なる。丹波篠山市の業者は、行政書士を通して境界を確認し、木を伐っていると聞い

た。370 万円かけて、データでどれだけ境界がわかっても、伐採時には境界立会が結

局は必要になるのではないか。現場の杭がない境界確定に意味はあるのか。 

 

【事務局】 

 伐採届は、地籍調査が終わっていなくても、当事者同士で境界が確認できていれば、

受理できることになっております。 

また、今回の境界明確化事業では杭の設置は必須ではありません。図面上で、緯度

経度の座標を持たせた境界線を引き、当事者同士の確認を行い、合意をもらうことに



よって境界が明確になります。その際、境界の確認方法については、図面等で行うの

か、現地立会を行うかは、所有者が判断することになります。 

伐採の際も、座標から現地の境界を判断することになります。 

 

【Ｃ委員】 

境界明確化の事業を実施している事業者の立場で説明させていただく。机上の境界

でも所有者が納得していれば問題は起こらないと考える。不同意がある場所は、推定

ラインを大幅に拡げて問題が起こらないように対処する。基本的には座標が決まって

双方の合意形成ができていれば、現地に境界杭がなくても整備を進めることができる。 

 

【Ｂ委員】 

図面で緯度経度が出ても、現場で緯度経度を出すと正確性に欠けることが問題。 

もともと保安林以外に伐採届の提出は不要であったのに、厳しくなって事務に時間

がかかる。そのくらい届出が、厳格化された一方で、境界確認は図面上でも認められ

るのはおかしい。 

 

【Ｃ委員】 

実際にやってみるとより正確な境界ラインが引けるようになったという実感があ

る。１ｍメッシュの地形図と CS 立体図を重ねてみると、現地に設置してあった境界

の目安となる杭と差がない。むしろ杭の位置が間違っていると思われる場所もある。

境界線を引くことは地籍調査のためではなく、あくまで施業するための確認であり、

森林整備を進める上でメリットは大きい。 

 

【Ｂ委員】 

どれだけ座標を持った境界明確化が進んだとしても、現場で木を伐った方に責任が

つくので、そこだけは理解してもらいたい。 

 

【事務局】 

所有者の合意を得た上で、現場では伐採する必要があることは理解しています。 

 

【会 長】 

他にご質問ご意見はございますでしょうか。 

ご質問ご意見はないようですので、次第４、協議事項について事務局よりご説明い

たします。 

 

 

 

 



４ 協議事項 

【事務局】 

 

 ～協議事項  （１）令和８年度林業振興施策の概要について 

        （２）今後の林業振興施策について 

          ①森林づくりビジョンの現実に向けた施策の展開 

          ②森林資源の循環利用と需要拡大 

 

事務局から説明～ 

 

【会 長】 

 説明が終わりました。ご意見ご質問がございましたらお願いいたします。 

 

【Ｄ 委員】 

道の駅あおがきの再整備で整備する箇所は、当初木造の予定が鉄骨造に変わったと

聞いたが事実か。 

 

【事務局】 

道の駅あおがきの再整備事業の整備する箇所は、当初から木造ではなく鉄骨造で整

備する予定で進んでいます。 

 

【Ｄ委員】 

他の部署が担当なら、木造への知識不足で仕方がないと思うところだが、農林振興

課の仕事は、木造化を推進していくことであり、鉄骨造となったことは残念である。

様々な理由があるかもしれないが、どんな理由でも農林振興課が担当した施設で木造

化されないことは非常に情けないことだと思っている。地元からも木造化を要望する

話が無く、寂しく思う。 

 

【事務局】 

道の駅あおがき再整備事業における木造化について、他方からも同じ指摘を要請書

として提出を受けています。 

市には、「丹の木づかい推進プラン」という木造化及び木質化を図るプランがあり

ます。道の駅あおがきは既存の建物が鉄骨造であり、再整備事業ではそれを増築する

方針としていたため、当初から鉄骨造の予定で進めていました。 

設計を進めていく過程で、増築ではなく別棟で建築することとなりましたが、構造

は鉄骨造のままとしています。 

足立委員ご指摘のように木造化を軽視しているわけではなく、今回は、最大限木質

化を意識して進めているところです。 



木造化の要請書をいただいた代表の方に対しても木質化に向けた取組を説明して

います。市内で公共施設を建てる際には、丹の木づかい推進プランの目的達成に向け

て、情報をいただきながら進めていきたいと考えております。 

 

【Ｅ委員】 

道の駅あおがきは、平成８年度に私が設計を担当した建物であり、当時、丹波農林

事務所から鉄骨造で立てたことに対して厳しい指摘を受けた。 

物販のための売り場面積も大きい店舗であり、木造にする場合には耐火性能が求め

られるため、構造材に３ｃｍ程度の燃えしろ設計を設けることが必要となる。 

隣接する丹波布伝承館も設計を担当した。店舗に耐火性能の有る外壁材を採用し、

延焼を防ぐ構造としたことで、伝承館を木造化することができ、大きな梁を使うこと

ができた。 

木造とする場合は、面積や用途により耐火性能に留意した設計となるように気をつ

けなければならない。 

 

【会 長】 

道の駅あおがきの再整備は、設計業務の入札が何度か不落で成立せず、担当からも

都度、報告を受けている。また、今回の木造化に関する要望書の件も承知している。

道の駅あおがき再整備は、本来であれば去年 11 月の全国道の駅まつりに間に合うよ

うに再整備を行いたかったが、入札の不落が続き、遅くなっている。結果的に時間を

要したが予算を確保し、しっかりとした整備をしていきたいと考えている。 

本事業は、計画当初から鉄骨造で進めており、事務局の説明のとおり、木造化の件

は、途中で変わったというものではない。また、内装になるべく木材を使うように考

えている。 

 

【Ｃ委員】 

丹波市木材林産協同組合としても、道の駅あおがき再整備事業の木造化に係る検討

プロセスを明確にしたうえで、共有していただきたいと考えている。法改正を受け、

木材利用を取り巻く情勢は随分変わっており、大手ゼネコンや設計事務所でも木造の

スペシャリストを養成し、積極的に地域の材を使って建築物を造ろうとしている。 

新しい取組に対して積極的に情報を取りに行こうという姿勢が必要である。過去の

事例や古い知見だけで計画していると、これからの新しい利用範囲の拡大にはつなが

らない。今回の道の駅あおがきの件は、組合の中でも課題としているので、検討のプ

ロセスはこういった協議会においても共有すべきものと考えている。 

 

【事務局】 

今後、整備をしていく事案が出てきた際には、丹の木づかい推進プランの目的達成

に向けて、情報を共有しながら、木造木質化を実現できるよう努めてまいります。 



 

【Ａ委員】 

源流の森林づくりの森林吸収源整備事業について、等高線に筋工をすることとある

が、奥地でも等高線上に並べる必要があるのか。玉切りや枝払いだけで済ませてはい

けないか。このままでは、全体の間伐面積の拡大につながらないため、制度の見直し

をお願いしたい。奥地での作業は時間もかかってロスが多い。 

 

【事務局】 

 森林吸収源整備事業は、筋工の設置を必須としているわけではありませんが、急斜

面地等が事業地の要件となるため、筋工の設置が望ましいと考えています。ご意見を

参考に事業の考え方を整理して、改めて周知したいと思います。 

 また、事業者の皆様の意見も聞きながら、理にかなった施策になるように検討して

いきます。 

 

【Ａ委員】 

地域林政アドバイザー制度を活用する余地はあるのか。 

 

【事務局】 

地域林政アドバイザー制度は兵庫県下でも活用されている自治体があります。 

林業に関する専門員を雇用する形になるため、内部で検討していきたいと思います。 

 

【会 長】 

 その他、委員の皆様から何かございますか。 

 

【オブザーバー】 

 兵庫県立森林大学校の募集につきまして、チラシを配らせていただいております。

20名を定員に募集しており、まだ若干空きがありますので、ご興味がある方に周知し

ていただければと思います。 

 

【会 長】 

他にありませんか。  

無いようでしたら、副会長より閉会のご挨拶をいただきます。 

 

６ 閉会 

【副会長】 

本日、委員の皆様方におかれましては、丹波市における森林・林業施策の振興につ

きまして、熱心にご協議を賜り、誠にありがとうございました。 

 本日の議題にもございましたが、当地においては、皆様のご協力のもと、「丹波市



森林づくりビジョン」に基づき、森林環境譲与税等を財源としまして、森林の多面的

機能を保全する水源林・里山林、そして木材生産林に係る森林整備を進めていただい

ているなど、積極的に取り組んでいただいているところでございます。 

 県におきましては、第５期にはいります次年度からの県民緑税の延長も県議会にお

いて議決をいただいたところでありまして、今後とも、森林環境譲与税と県民緑税に

よる２段構えの施策によりまして、森林管理や防災対策に可能な限り取り組んでまい

りたいと考えております。 

 なお、分収林関連では、本日開会の２月県議会で提案を行います関連議案の議決が

前提となりますが、次年度より新たな森林管理スキームへの移行を目指しておりまし

て、皆様にも今後ご協力を賜る場面が多々あろうかと思いますが、どうぞよろしくお

願いしたいと思います。 

 結びになりますが、丹波市の林業、木材業の今後の振興につきましては、本日ご参

集の皆様の連携がなにより大事になってまいりますので、委員の皆様には引き続きの

ご協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせて頂きます。 

本日は、誠にありがとうございました。 

 

【午後２時 50分 閉会】 


